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当募集要項は、「Ⅰ．募集要件」、「Ⅱ．申請手続き」、「Ⅲ．事業実施について」の３

つから構成されており、貴団体に該当する事業について内容をご確認下さい。 
貴団体の活動内容が、当協会が支援を行う６事業（Ａ～Ｆ）のうち、どの事業に該当 

するかを下記区分により選定頂き、該当する募集要項へお進み下さい。 
 
①主な活動内容が、河川や道路等の社会資本の整備や利用等に関するイベントや 
フォーラム等を開催し、社会資本整備等についての啓蒙・啓発などの広報活動の 

場合は、（Ａ）社会資本整備・利用等に関する広報活動等事業へお進み下さい。 
 
②主な活動内容が、河川や道路等を活用した地域活性化（まちづくりや地域おこし）

の観点からの非定期なイベントや催し等の場合は、（Ｂ）河川・道路等を活用した地域

活性化活動支援事業へお進み下さい。 
 
③主な活動内容が、河川や道路等を教材とし、小中学生等を対象とした環境学習 

や地域の環境保全活動等の場合は、（Ｃ）環境（体験）学習による人材育成活動等 

支援事業へお進み下さい。 
 
④主な活動内容が、ボランティア・サポート・プログラムなどの日々の定期的な 

河川や道路等の愛護活動の場合は、（Ｄ）河川・道路等の社会資本の愛護活動支援 

事業へお進み下さい。 
 

⑤主な活動内容が、九州風景街道の各ルートにおける活動の場合は、（Ｅ）地域資源 

の活用による活性化支援事業へお進み下さい。 
 
⑥主な活動内容が、地震・河川水害等の災害時におけるボランティア活動や平常時 

等における防災・減災につながる活動の場合は、（Ｆ）防災活動等支援事業へお進 

み下さい。 
 
※以上の区分においても選定出来ない場合は、以下の「問合せ先」へお尋ね願います。 

【 募集要項について 】 
 

【 問合せ先 】 

〒812－0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番35号 

博多プライムイースト4F 

（一社）九州地域づくり協会 企画部 企画課 

電話：（代表）092－481－3781  （直通）092－476－5680 

高場（ﾀｶﾊﾞ） ・ 浦川（ｳﾗｶﾜ） 
［E-mail: shien2026＠qscpua.or.jp］ 
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【 令和８年度 公益目的支援事業 募集要項 】 

 

 

 

 

 

 

 

１．［趣旨］ 
九州の各地域において、社会資本の整備・利用に関する広報・啓発などの活動や河川・道路等の

愛護活動、環境学習による人材育成、地域活性化及び防災活動等について、ボランティアの精神で

取り組む団体等を支援します。 

 

 

 

２．［支援対象］ 
①地域のボランティア団体としての活動目的を有し、公益の観点にたって積極的に社会貢献活動

に取り組む団体。 

②九州各県において、下記５．［支援区分］の各活動支援 １）～ ３）における地域づくり等の実績を

有し、意欲的にボランティア活動に取り組む団体。 

③当該活動の実績について、重要な河川や道路等の活動区域となる公的な管理地の管理者又は

当該市町村の長から証明が得られること。 

(※Ⅱ．申請手続き ４．［申請書類等］の様式－３を参照） 

※河川協力団体や道路協力団体に指定された団体につきましては、応募内容によっては、支援対

象外となる部分がありますので事前にご相談下さい。（※３．［支援対象外］を参照） 

 
３．［支援対象外］ 

①NPO等の市民団体のボランティア活動で特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的とする 

もの。 

②応募団体の自らの収益活動を企画又は運営する為のもの。 

 

 

４．［支援期間］ 
令和８年度（令和８年４月１日～令和９年３月３１日） 

※領収書や振込等の請求に必要な書類等の送付期限は令和９年２月２２日（月）までとします。 

  

Ⅰ．募集要件 
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５．［支援区分］  
１）社会資本整備に関する広報活動支援事業 

①社会資本整備・利用等に関する広報活動等事業 

地域にとって重要な河川や道路等の社会資本の整備や利用等に関するイベントやフォーラム等を

開催し、啓蒙・啓発などの広報を行う活動への支援を行います。 

２）地域活性化等支援事業 

①河川・道路等を活用した地域活性化活動支援事業 

重要な河川や道路等を活用したまちづくりや地域おこし等の活動への支援を行います。 

②環境（体験）学習による人材育成活動等支援事業 

重要な河川や道路等を教材に、小中学生等を対象とした環境学習や地域の環境保全活動への

支援を行います。 

③河川・道路等の愛護活動支援事業 

重要な河川や道路等で年間を通じて美化、清掃等のボランティア活動への支援を行います。 

④地域資源の活用による活性化支援事業 

九州風景街道の各ルートが企画する年間活動計画に基づく申請への支援を行います。 

３）防災活動等支援事業 

①防災活動等支援事業 

主として市民団体等が行う地震や河川水害時等のボランティア活動及び防災・減災活動への支援

を行います。 

※各活動に対する支援内容等については、令和６年度に支援を行った事例を当協会ホームペー

ジの公益事業において掲載していますので参考にして下さい。 

※重要な河川や道路等とは、河川は一級河川、道路は一般国道等を想定しており、支援を希望さ

れる事業を1つだけ選択して下さい。（複数選択は不可） 

 

６．［支援額及び支援内容］ 

要項第２項における 

支援対象事業 
支援額 計上出来る支援内容 

計上出来ない 

支援内容 

１）－①：社会資本整備 ・

利用等に関する広報活動

等事業 

２）－①：河川・道路等を

活用した地域活性化活動

支援事業 

２）－②：環境（体験）学習

による人材育成活動等支

援事業 

３）－①：防災活動等支援

事業 

・原則、 

全体事業

費の1／2

程度まで

を基本と

し、 

上限額３０

万円 

・当該事業に直接必要な経費 

・熱中症予防対策としての飲料類 

・講演会等における当該団体に所属

しない外部講師に対する交通費及び

謝金※1 

※１ 支援出来る謝金は、１回につき 

１人に対して上限額１万円。 

・謝金（※１を除く）、

人件費、飲食費

（弁当代、会議

等における食事

代、懇親会費） 

・事務局経費（光

熱費等）、パソコ

ン・カメラ等の通

常使用する機器

の購入 

・景品の購入 

⇒（B） 
 

⇒（A） 
 

⇒（C） 
 

⇒（F） 
 

（A）： 
 

（D）： 
 
（E）： 
 

（B）： 
 

（F）： 
 

（C）： 
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要項第２項における 

支援対象事業 
支援額 計上出来る支援内容 

計上出来ない 

支援内容 

 

２）－③：河川・道路等の

愛護活動支援事業 

・原則、 

上限額 

２０万円 

・当該事業に直接必要な経費 

・熱中症予防対策としての飲料類 

・申請可能な草刈り機等の機具整備費

は、原則、当該年度あたり概ね５万円

以内。 

※【必須申請書類】 

（a）除草等の面積、作業日数、作業人

員等がわかる作業計画書 

（b）当該機材について、今後概ね５年

間の年割り整備及び維持管理計画書 

・謝金、人件費、

飲食費（弁当

代、会議等にお

ける食事代、懇

親会費） 

・事務局経費（光

熱費等）、パソコ

ン・カメラ等の通

常使用する機器

の購入 

・景品の購入 

・申請額と全体事業費に概ね差がなく、

申請額が概ね１０万円未満の場合は、

原則、全ての保険料、苗代及び肥料代

等の全額。 

・申請額と全体事業費に概ね差がなく、

申請額が概ね１０万円以上～２０万円

以下の場合は、原則、 

１０万円＋（申請額－１０万円）／２ 

 

要項第２項における 

支援対象事業 
支援額 

計上出来る 

支援内容 

計上出来ない 

支援内容 

 

２）－④：地域資源の

活用による活性化支援

事業（九州風景街道） 

原則、全体事業費の1／2程度

までを基本とし、上限額３０万円 

※各団体別に、当該活動趣旨

に基づく年間活動計画、実施成

果及びその効果等を総合的に

評価して決定。 

・当該事業に

直接必要な

経費 

・熱中症予防

対策としての

飲料類 

 

・謝金、人件費、飲食

費（弁当代、会議等に

おける食事代、懇親会

費） 

・事務局経費（光熱費

等）、パソコン・カメラ等

の通常使用する機器

の購入 

・景品の購入 

 

  

⇒（E） 
 

⇒（D） 
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１．［申請期間］ 

令和７年１１月４日（火）～令和７年１２月１７日（水） １７時（厳守） 
 

２．［申請件数］ 
応募数は、１団体あたり１件とします。（応募団体等の代表者や運営形態等から実質同一組織と見な

される場合は、複数の応募があっても１団体１件の応募扱いとします。） 

 

３．［申請方法］ 

申請方法は、Eメールによる申請受付のみとし、原則、郵送及びFAXによる申請受付は不可としま

す。 

【申請受付Ｅメールアドレス】 shien2026＠ｑｓｃpua.or.jp 

 

※申請時のEメール送信の際、当方からの『申請完了』返信メールの受信により『申請完了』とします

ので、くれぐれもご注意下さい。 
 

４．［申請書類等］ 
支援事業の申請書類は、当協会ホームページよりダウンロードして下さい。 

なお、５年以上支援実績のある団体については、これまでの活動内容等を確認のうえ、今後の支援

継続の是非を判断します。 

また、様式については変更することがあるので、最新のものを使用して下さい。 

申請様式 申 請 書 類 の 内 容 等 形式 備 考 

様式－１ 令和８年度 公益目的支援事業 申請書 エクセル

※注2 

 

 

必 須 

 

様式－２ 事業概要 

様式－３ 活動内容証明書 （印あり）  

ＰＤＦ 

又は 

ＪＰＧ等 

※注3 

 

その他 

の資料 

・事業箇所位置図、予算書※注１、決算書、会則（規約等） 

・機具申請に必要な資料（作業計画書等） 

・前年度までの成果（継続申請のみ） 

・活動説明資料等（新聞記事、パンフ等を含む） 任 意 

※注１： 予算書、決算書及び会則（規約等）については、当該団体が会員に公表している最新のも

のを提出願います。 

※注２： 様式－１、２のエクセル形式はロックされており、行数変更等は出来ません。 

※注３： 活動状況等の写真は、出来るだけ別途、ＪＰＧやＰNG形式でも提出下さい。 

 

５．［選定方法］ 

①申請者に対し、必要に応じてヒアリングを行います。 

②事業の選定に当たっては、公益目的支援事業審議委員会において審議を行い、理事会の承認を

経て決定します。 

③選定結果は、４月上旬に原則メールにて、全申請者へ通知します。 

④選定内容に関する問合せについては応じかねます。 

←※（D）のみ 

Ⅱ．申請手続き 
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１．［事業実施に伴う重要事項］ 

①支援事業は申請書類にもとづき、申請を行った事業実施者が行うものとします。 

②事業実施にあたり、広報用の掲示物、配布物等に当会の支援事業である旨を明記して下さい。 

③報告頂いた事業の実施状況や成果報告書については、当協会の広報誌やホームページ等にお

いて紹介することがあります。また、実施状況についてお尋ねする場合があります。 

このため、掲載する人物写真等の個人情報、肖像権については、必ず貴責任により、事前に使用

承諾を取って下さい。 

④支援金の執行状況について、帳簿等の資料類を確認させて頂くことがあります。 

２．［事業完了後の手続き］  

支援対象活動の完了後、速やかに通知書に記載されている活動分類Ⅰ・Ⅱに該当する関係書類を

提出して下さい。 

※電子帳簿保存法改正に伴い、請求・報告関係書類（請求書、報告書、添付資料等）の提出につい

ては、原則、Ａ４版のＰＤＦデータにしてメール送信願います。 

併せて、個別の写真データは、別途、ＪＰGやＰＮＧ形式にてメール送信願います。 

※なお、完了報告書の不備や提出期限を過ぎた場合は、次年度以降の申請をお断りするとともに 

悪質な場合は、支援金の支払いを中止する場合もあるので、くれぐれもご注意願います。 

【活動分類Ⅰ】（通知額が１０万円を超える場合） 

①様式－４ ： 請求書 

全体事業費の精算とそのうち公益事業支援項目がわかる資料（様式－4－2）とともに、事業実施に

伴う領収書等を提出して下さい。 

②様式－５ ： 活動成果報告書 

当協会において公益事業の記録集に掲載するため、実施事業の内容がわかる資料（様式－5）、 

パンフレット（任意提出）、配布資料、新聞記事等（掲載のみ）及び活動状況がわかる写真等を提出し

て下さい。 

③様式－７ ： 領収書 

請求書等の提出後、書類審査を行い、問題等がなければ指定の口座に支援金を支払います。 

入金確認後、様式－７（領収書）に必要事項を記入のうえ提出願います。 

【活動分類Ⅱ】（通知額が１０万円未満の場合） 

①様式－６ ： 請求・報告書 

請求金額を記載し、活動状況のわかる写真を申請行事ごとに添付して下さい（様式－6－1）。 

併せて、事業実施に伴う領収書等をご送信下さい。 

②様式－７ ： 領収書 

請求書等の提出後、書類審査を行い、問題等がなければ指定の口座に支援金を支払います。 

入金確認後、様式－７（領収書）に必要事項を記入のうえ提出願います。 

※様式については、当協会ホームページよりダウンロードして下さい。 

Ⅲ．事業実施について 


